
 

議会改革推進ワーキンググループでの協議を踏まえた議会運営委員会での協議結果等 

 

① 議会改革について 

議会改革については、令和２年６月23日の議運において、議長から、前任期に引き続

き、議会改革を議運の具体的な検討課題としていただきたい旨の提起がなされ、議運の

検討課題とすることを確認したものである。 

それを受け、同年７月17日の議運において、議会改革については議運で協議・検討の

上決定することとし、議運で協議するための素案等は議長が設置する任意組織「議会改

革推進ワーキンググループ（ＷＧ）」において作成すること、ＷＧは参加を希望する議

員並びに事務局職員をもって構成すること、ＷＧの協議事項は議長から要請のあった事

項及びＷＧで協議することを確認した事項とすること、ＷＧにおける協議の進捗状況に

ついては議長が議運に適宜報告することなど協議のあり方について確認した。 

また、同年７月28日及び８月27日の議運では、議長から、広報、ＩＣＴ推進、議会運

営の３項目について、それぞれＷＧを設置して協議すること及び各ＷＧのグループ長等

や今後の進め方等について報告がなされた。 

議運においては、それぞれのＷＧの協議結果等の報告を踏まえ、随時、協議を行って

きたところであり、その結果等については、③に記載のとおりである。 

 

② 議会改革推進ＷＧについて 

ア．概要 

区 分 内   容 

設置目的 

議会機能の充実・強化を図るため、議会改革の推進について協

議・検討の上、議運で協議するための素案等を作成し、議長に報告

する。 

構 成 

・ＷＧは、参加を希望する議員（メンバー）並びに事務局職員を

もって構成する。 

・ＷＧに、互選により長を置く。 

メンバー 

以  外 

・ＷＧの長は、必要があると認めるときは、ＷＧメンバー以外の

者に参加を求め、意見を聴くことができる。 

任 期 ・メンバーの任期は、原則として議員の任期とする。 
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協議事項 
・議長から要請のあった事項 

・ＷＧで調査・研究することを確認した事項 

そ の 他 

・ＷＧにおける協議に当たっては、あらかじめ協議期間を設定する

など、スピード感を重視した運営に努めるものとする。 

・協議経過・結果等については、ＷＧの長が議長に随時報告する。 

・議長は、ＷＧにおける協議の進捗状況について、議運に適宜報告

する。 

・その他運営に関し必要な事項は、ＷＧにおいて協議・決定する。 

・原則非公開とする。ただし、議員の傍聴は認める。 

 

イ．ＷＧの検討課題 

ⅰ．広報ＷＧ  

市議会だよりの紙面の見直しや市議会ホームページの掲載内容の充実など

「広報の在り方」について 

ⅱ．ＩＣＴ推進ＷＧ 

議員への連絡体制の構築や議会のペーパーレス化などの「ＩＣＴ活用策」に

ついて 

ⅲ．議会運営ＷＧ 

本会議や委員会などの「議会運営に関する見直し等」について 

 

③ 議会運営委員会での協議結果（ＷＧでの協議結果等を踏まえて） 

ア．広報 

  ⅰ．市議会だよりの紙面見直し（※実施済） 

    ・令和２年９月25日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、試験的に読

みやすい書体へ変更すること、また、ＷＧにおける調査・検討の参考とする

ために市民意見を募集することで意見がまとまった」との報告があり、同年

第３回定例会号（同年11月１日発行）について、ＷＧの報告を踏まえ編集す

ることを確認した。 

    ・３年２月９日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、個人質疑の記事

を分野ごとにまとめて掲載し、『行政運営』、『企画・財政』、『健康・福

祉』などの見出しをつけること、質疑を掲載する紙面の段と段の間隔（スペ

ース）を広げること、提出議案の解説や議会の動きなどを紹介する企画コー

ナーを設けること、引き続き市民からの意見を募集することで意見がまとま

った旨の報告があったことから、２年第４回定例会号（３年２月１日発行）

については、ＷＧの報告を踏まえ編集した」との報告があった。 

    ・３年４月28日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、紙面全体を読み

やすい書体へ変更することで意見がまとまった」との報告があり、同年第１

回定例会号（同年５月１日発行）からＷＧの報告を踏まえ編集することを確

認した。 

ⅱ．市議会ホームページの見直し（※実施済） 



 

    ・令和４年３月18日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、市議会ホー

ムページトップ画面の画像を３枚から５枚へ増やし、議会関係、季節感のあ

るもの等を掲載し、年４回程度更新すること及びホームページ内の議員名簿

に、希望する議員についてはメールアドレスを追加することで意見がまとま

った」との報告があり、ＷＧの報告を踏まえて見直すことを確認し、同年４

月１日から変更した。 

ⅲ．市公式ＳＮＳを活用した市議会の情報発信（※実施済） 

・令和５年11月29日の議運において、議長から「ＷＧにおいて、市公式Ｘ（エ

ックス）を活用し、会期日程や発言通告一覧表のほか、代表質疑、個人質疑

の前日に、翌日に質疑を行う議員の顔写真・氏名・所属会派等を掲載し情報

発信を行うことで意見がまとまった」との報告があり、令和５年第４回定例

会から実施した。 

 

イ．ＩＣＴ推進 

  ⅰ．鹿児島市議会ＩＣＴ推進基本計画の策定（※実施済） 

    ・令和２年11月26日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、タブレット

端末の導入など議会のＩＣＴ化を具体的かつ的確に推進するため、鹿児島市

議会ＩＣＴ推進基本計画（案）の策定に向けて引き続き協議を進めていくこ

とで意見がまとまった」との報告がなされた。 

・３年１月14日の議運において、議長から、「ＷＧにおいて同基本計画（案）

を策定した」との報告があり、同基本計画（案）について提起がなされ、同

年２月９日の議運において、同基本計画を決定した。 

・５年１月13日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、事業進行スケ

ジュールの変更や新たに同基本計画の検討項目に追加すべき項目（委員会室

へのマイク設備等の整備）があることを踏まえ、同基本計画の見直し案がま

とまった」との報告があり、同年２月７日の議運において、見直すことを確

認した。 

ⅱ．タブレット端末の機種及びアプリケーションの導入（※実施済） 

    ・令和３年６月22日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、鹿児島市議

会ＩＣＴ推進計画に基づきタブレット端末の導入等について協議を進めてき

たが、議員間での認識を共有するため、タブレット操作体験会を開催する」

との報告があり、同体験会を２回に分けて実施することを確認し、第１回を

同年７月６日及び７日に、第２回を同年７月27日及び28日に実施した。 

    ・同年12月15日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、体験会等を踏ま

え、導入するタブレット端末の機種と２種類のアプリケーションを導入する

ことについて意見がまとまった」との報告があり、ＷＧの報告を踏まえ、４

年度のタブレット端末等の導入に向けて具体的な業務を進めることを確認し

た。 

・４年９月９日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、タブレット端

末機等に関する使用基準（案）がまとまった。また、今後、試験運用開始前



 

に操作研修会を開催する予定である」との報告があり、同年９月 15日の議運

において、同使用基準を決定した。なお、操作研修会については、同年 10月

６日に実施した。 

ⅲ．タブレット端末の活用及びペーパーレス化の推進（※一部実施済） 

・令和４年11月２日の議運において、副議長から、「ＷＧにおいては、タブレ

ット端末に搭載されているグループウェア（ＬＩＮＥ  ＷＯＲＫＳ）につい

て、同年11月21日から試験運用を開始するとともに、ペーパーレス化に向け

て対象となる資料等を引き続き検討し、順次実施することで意見がまとまっ

た」との報告があり、同年11月21日から試験運用を開始することを確認した。  

・５年１月13日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、同年２月１日

からＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳの本格運用を開始すること、また、本格運用開始

前に希望者を対象としたタブレット端末操作フォロー研修を開催することで

意見がまとまった」との報告があり、同年２月１日から本格運用を開始する

ことを確認した。なお、同フォロー研修については、同年１月 26日に実施し

た。 

・同年４月28日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、会議用システ

ム（ｍｏｒｅＮＯＴＥ）について、同年５月中に操作研修会を行った上で、

同年６月１日から試験運用を開始すること、また、同年６月１日以降、ＬＩ

ＮＥ ＷＯＲＫＳで取り扱う文書等を拡充することで意見がまとまった」と

の報告があり、同年５月17日の議運において、同年６月１日以降のｍｏｒｅ

ＮＯＴＥの試験運用及びＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳの拡充を確認し、実施した。 

ⅳ．委員会室等マイク設備等の整備（※実施予定） 

    ・令和５年８月25日の議運において、議長から「ＷＧにおいては、鹿児島市議会

ＩＣＴ推進基本計画に基づく委員会室等マイク設備等の整備について、具体

的な整備内容がまとまった」との報告があり、整備案について提起がなされ

た。 

・同年９月13日の議運において、整備案のとおりとすることを確認し、６年度

の整備に向けて具体的な作業を進めていくこととした。 

 

ウ．議会運営 

  ⅰ．反問の範囲の見直し（※実施済） 

    ・令和２年９月25日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、現行の趣旨

確認に加え、実質的な反対質問として議員又は委員の考え方や根拠を問う反

論まで認めることで意見がまとまった」との報告があり、申合せの改正案に

ついて提起がなされた。 

・同年10月26日の議運において、議長提起のとおり見直すことを決定し、当局

にも周知を図った上で同年第４回定例会から適用した。 

ⅱ．会期日程の早期公開（※実施済） 

    ・令和２年11月26日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、現在、招集

日のおおむね６日前に決定している正式な会期日程とは別に、告示日・招集

日が議会運営委員会で確認されるおおむね１か月前に会期日程案（見込み）

を公開することで意見がまとまった」との報告があり、見直し案について提



 

起がなされた。 

    ・３年１月14日の議運において、議長提起のとおり見直すことを決定し、同年第

１回定例会から実施した。 

ⅲ．委員会記録のホームページ公開（※実施済） 

    ・令和３年８月26日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、委員会記録

をホームページで公開することで意見がまとまった」との報告があり、実施

要領（案）について提起がなされた。 

    ・同年９月24日の議運において、議長提起のとおり、４年度以降に開催する委員

会から公開することを決定した。 

ⅳ．代表質疑の一問一答方式導入（※本格実施予定） 

    ・令和４年４月28日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、令和４年

第３回定例会から代表質疑の一問一答方式を試行する申合せ（案）がまとま

った」との報告があり、同年第３回定例会から試行することを確認した。 

    ・同年５月13日の議運において、申合せを決定し、当局にも周知を図った上で

試行を開始した。 

    ・６年２月５日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、令和４年第３回

定例会から行っている試行について、改選後の令和６年第３回定例会から本

格実施することで意見がまとまった」との報告があり、議長から本格実施に

ついて提起がなされた。 

・同年２月19日の議運において、議長提起のとおり本格実施することを確認し、

一問一答方式に関する申合せ及び鹿児島市議会基本条例第９条第２項に規定

する反問に関する申合せの改正案並びに代表質疑における一問一答方式の試

行に関する申合せの廃止について提起がなされ、同年３月 15日の議運におい

て、議長提起のとおり決定した。 

ⅴ．虚礼廃止に関する申合せの見直し（※実施済） 

  ・令和４年６月22日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、現在の申

合せを廃止し、公職選挙法を一層遵守し虚礼廃止を推進するとともに、祝電

及び弔電等の取扱いについて本市議会独自のルール（親族に係るものを除き

選挙区内への発送を引き続き禁止すること）を盛り込んだ新たな申合せを制

定することで意見がまとまった」との報告があり、同年８月３日の議運にお

いて、新たな申合せを決定した。 

     ※詳細はＰ26の４(5)を参照 

ⅵ．議会タブレットの議場等への持ち込み等に係る議会運営に関する申合せ事項の一

部改正（※実施済） 

    ・令和５年４月28日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、同年６月１

日からの会議用システム（ｍｏｒｅＮＯＴＥ）の試験運用開始に伴うタブレ

ット端末の議場等への持ち込みに関すること及び傍聴者等に対し携帯電話等

の電源を切ることを改めて周知することに関して、議会運営に関する申合せ

事項の改正案を取りまとめた」との報告があり、申合せ事項の改正案につい

て提起がなされ、同年５月17日の議運において改正案のとおり決定した。 

  ⅶ．発言通告書（質疑）の提出時期の見直し（※実施予定） 

    ・令和６年２月５日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、発言通告書



 

（質疑）について、現在、質疑等初日の２日前の午前11時を締切としている

が、令和６年第２回定例会から、第１回定例会の現年度分を除き、各定例会

で通常想定されている代表・個人質疑に限り、市の休日を換算せず、質疑等

初日の３日前の午前11時とすることで意見がまとまった」との報告があり、

提出時期の見直しについて提起がなされた。 

    ・同年２月19日の議運において、議長提起のとおり見直すことを確認し、議会運

営に関する申合せの改正案について提起がなされ、同年３月 15日の議運にお

いて、改正案のとおり決定した。 

  ⅷ．会議用システム（ｍｏｒｅＮＯＴＥ）の本格運用（※実施予定） 

    ・令和６年２月５日の議運において、議長から、「ＷＧにおいては、令和５年第

２回定例会から試験運用しているｍｏｒｅＮＯＴＥについて、議員改選後、

初当選議員を含め、改めてタブレット操作研修会を実施した上で、令和６年

第２回定例会から本格運用することで意見がまとまった」との報告があり、

ｍｏｒｅＮＯＴＥの本格運用について提起がなされた。 

    ・同年２月19日の議運において、議長提起のとおり本格運用することを確認し、

関係の申合せ等の改正案について提起がなされ、同年３月 15日の議運におい

て、改正案のとおり決定した。 

 

〈参考〉その他の取組 

ⅰ．オンラインの方法による委員会の開催に伴う委員会条例等の一部改正等（※実施

済） 

・令和４年２月21日の議運において、議長から「新型コロナウイルス感染症の

収束が見通せず、また、台風の常襲地帯や桜島を抱えるといった地理的特性

などを踏まえ、委員が参集できない事態を想定して、全国市議会議長会から

示された改正案を参考に委員会条例等を改正したいと考えている」との発言

があり、委員会条例及び会議規則の改正案について提起がなされた。 

・同年２月25日の議運において、議長提起のとおり改正することを確認し、委

員会条例等一部改正の新旧対照表及びオンライン委員会の運営に関する申合

せ（案）について提起がなされた。 

・同年３月３日の議運において、委員会条例等については、新旧対照表のとお

り改正することを確認し、申合せ（案）については、委員会条例等の一部改

正の施行に合わせて施行することを決定した。 

・同年３月18日の議運において、委員会条例等の一部改正議案の取扱いについ

て協議し、議運所属議員全員の発議により、３月22日の本会議で提出者説明

及び委員会付託を省略の上、簡易表決とすることを確認した。 

・同年３月22日の本会議において、委員会条例等の一部改正議案を原案どおり

可決した。 

 


